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１ はじめに 

 

 与謝野町の学校給食施設は、現在５小学校と３中学校（内、橋立中学校は組合立）に給食

を提供している給食センターと１小学校（岩滝小学校）が自校給食で運営を行っていますが、

給食センターは昭和４８年３月竣工で築４９年、自校給食調理場は昭和５４年３月竣工で築

４３年がそれぞれ経過しており、建物の老朽化が進んでいます。 

また、設備機器等については更新してはいるものの、平成２１年改正の学校給食法に基づ

く学校給食衛生管理基準や大量調理施設衛生管理マニュアル等の法令、各種基準の遵守には、

施設が古いために十分とはいえない状況となっています。 

 そこで、これらの状況を踏まえた本町の学校給食の適正なあり方について検討するため、

令和元年度に「与謝野町学校給食あり方検討委員会」を立ち上げ、様々な議論を重ねてきま

した。 

 その意見を基に教育委員会では、安全で安心して食べられるおいしい給食を提供するため、

給食センターを改築することとした「学校給食センター整備基本計画」を策定しました。 

 

 

２ 既存施設の概要と課題 

 

〇学校給食センター 

区  分 内  容 備  考 

 

施

設

概

要 

 

建築年月 昭和 48 年 3 月 
(増築)平成 2年 10 月 

(改修)平成 14･15 年 

R4 現在の築経過年数 49 年 (改修後からは 20 年) 

敷地面積 1,985.4 ㎡  

建築面積 本館 804.01 ㎡ 付属建物 140.22 ㎡ 

建物構造 鉄骨平屋建て  

調理方式 ウェットシステム ドライ運用 

アレルギー対応 除去食・代替食 鶏卵、魚卵の除去食のみ 

対象学校 

小学校  5 校 

中学校  3 校 

計    8 校 

橋立中学校は組合立 

給食数 1,400 食/日  
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◆ 課 題 

 1.耐用年数 

   鉄骨造の耐用年数は４０年（平成２８年財務省令「減価償却資産の耐用年数等に関す

る省令」では３８年）です。 

現施設は築４９年が経過しており耐用年数を超過しています。ただし平成１４・１５

年度に屋根・外壁の改修工事が行われているので一概に超過と言えませんが老朽化は進

んでいます。（令和４年９月に雨漏りが発生し調査の結果、屋根全体の腐食が著しいこ

とが判明している。） 

 

 2.学校給食衛生管理基準（文部科学省）への適合 

   学校給食における衛生管理に関する基準で、ＨＡＣＣＰ（※１）の考え方に基づ 

 く衛生管理が求められています。 

   ＨＡＣＣＰの対応にはフルドライシステム（※２）にする必要がありますが、現 

施設はウェットシステムをドライ運用（※３）したものです。 

 また、汚染作業区域と非汚染作業区域（※４）を二次汚染防止のため明確に区分 

する必要がありますが、現施設ではできていません。 

 

(※1)ＨＡＣＣＰ(ハサップ)＝ハザード・アナリシス＆クリティカル・コントロール・ポイント 

    食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因を把握したうえで、 

   原材料の入荷から製品に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減さ 

せるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理 

の手法。 

 

 (※2)フルドライシステム 

    調理場の床を乾いた状態で使用し、床からの跳ね水などによる二次汚染を防止 

することができる給食施設。 

 

(※3)ドライ運用 

    ウェットシステムは常に調理場が水で濡れた状態で調理することになるため、 

ドライ仕様の調理器具の使用や作業方法を工夫することにより、できるだけ床が 

乾いた状態を維持しながら調理を行う方法。 

 

 (※4)汚染作業区域、非汚染作業区域 

    汚染作業区域とは、泥やほこりなどの異物や有害微生物が付着している食品を扱う
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場所で、検収室や下処理室、洗浄室などをいう。 

    非汚染作業区域とは、調理場、配膳室、洗浄後の食品などを保管しておくスペース

のことをいう。 

   よって、二次汚染防止等のため明確な区画・区分を行う必要がある。 

 

 3.食物アレルギーへの対応 

   文部科学省が作成した「学校給食における食物アレルギー対応指針」に沿った対 

応が求められていますが、現施設は鶏卵、魚卵の除去食のみの対応であり十分とは 

言えません。 

 

〇岩滝小学校（自校給食調理場） 

区  分 内  容 備  考 

 

施

設

概

要 

 

建築年月 昭和 54 年 3 月  

R4 現在の築経過年数 43 年  

敷地面積      ―  

建築面積 調理場 150 ㎡ ランチルーム 351 ㎡ 

建物構造 鉄骨平屋建て  

調理方式 ウェットシステム ドライ運用 

アレルギー対応 除去食・代替食  

対象学校 岩滝小学校  

給食数 300 食/日  

 

◆ 課  題 

 1.耐用年数 

   現施設は築４３年が経過し耐用年数を超過しており老朽化が進んでいます。 

 

 2.学校給食衛生管理基準（文部科学省）への適合 

   学校給食における衛生管理に関する基準で、ＨＡＣＣＰの考え方に基づく衛生管 

理が求められていますが、現給食センター同様十分ではありません。 

    

 3.自校給食調理場の存続 

   町内の自校給食調理場は岩滝小学校のみであり、老朽化が進む中、今後の施設の 

あり方を検討する必要があります。 
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３ 課題の整理 

 

・学校給食センター 

  耐用年数を超過し老朽化が進んでいること、平成２１年に改正された学校給食衛生 

管理基準等に適合していないことなどから、改築若しくは長寿命化改修を行う必要があり

ます。 

 ただし、給食の供給を止めることはできないので課題解決型の長寿命化改修は困難です。 

よって、別の敷地を選定し、新しい給食センターを建設することとします。 

 

・自校給食調理場（岩滝小学校） 

耐用年数を超過し老朽化が進んでいること、学校給食衛生管理基準等に適合していない

ことなどから、改築若しくは長寿命化改修を行う必要がありますが、給食の供給を止める

ことはできないので課題解決型の長寿命化改修は困難です。 

そこで今後のあり方について、令和２年２月に岩滝小学校の保護者に意見を聞くべくア

ンケートを実施しました。 

結果、対象家庭数１９３戸に対し、回答は白紙１戸を含む１６０家庭で回収率は８３％

でした。 

その内訳は、センター給食移行に賛成１２％、どちらかと言えば賛成８％、やむを得な

い４２％、どちらかと言えば反対２０％、反対１８％で、容認される方が全体の６２％で

した。 

反対意見として最も多くを占めたのは、おいしさ、安全性、食物アレルギー対応などに

対する不安で、それも現在の給食センターとの比較によるものでした。 

よって、これらの不安を解消すべく進めることを前提に、岩滝小学校の自校給食調理場

は廃止し、新給食センターに移行することとします。 

 

 

※ 参 考  

給食センターを改築するのではなく、宮津市センター方式給食（ハーベスト(株)宮津工

場）へ委託するという考え方もありますが、同工場の最大調理能力は１，３００食であり、

与謝野町分を加えて対応することは困難と回答されています。 
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４ 新学校給食センター整備の基本方針 

 

（１）安全・安心な給食の供給 

・「学校給食衛生管理基準」及び「大量調理施設衛生管理マニュアル」に適合した 

ＨＡＣＣＰ対応のフルドライシステムの導入及び汚染作業区域・非汚染作業区域の

明確な区分等を行い衛生管理の徹底を図ります。 

 

 （２）栄養バランスに配慮したおいしい給食の提供 

 ・より豊かでおいしい給食を安定的に提供するため、栄養バランスに配慮した献 

立を作成します。 

   ・揚げ物、焼き物のほか蒸し物など多様な調理方法に対応できる調理機器の設備 

    や作業の効率化のための設備を充実します。 

  

 （３）食育の推進 

   ・学校給食を活用した食育への取り組みを推進するため、施設や調理場の見学、 

食の研修等に対応できる見学スペースや会議室、栄養指導室等を整備します。 

 ・食材を通じた生産者との交流、旬と食文化の理解、地域の活性化など様々な目 

的に対して、生産者・地域・保護者・学校・行政が幅広く連携を取りながら地 

産地消に取り組みます。 

  

 （４）食物アレルギーへの対応 

 ・安全性確保のため、原因食物の完全除去対応(提供するかしないか)を原則とします。 

・教職員、保護者との連携により、生徒の心身状況を的確に把握するとともに、 

喫食まで一体となったきめ細やかな対応を行います。 

 ・調理場における施設整備の充実、十分な人員体制づくりに努めます。 

 

（５）環境への配慮 

 ・学校給食施設は公共施設であることから、地球環境に配慮し、厨房機器や照明 

設備等の省エネルギー化を図るとともに廃棄物の減量と再資源化への取り組  

み等ＳＤＧｓを意識した環境負荷の低減に配慮します。 

 

（６）経済性・効率性に配慮した整備・運営 

 ・施設の整備・運営については、経済性・効率性に配慮し、可能な限り施設整備 

費や維持管理費等の運営費の縮減を図ります。
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５ 必要給食数の設定 

 

児童・生徒数の過去１０年間の推移と将来推計   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※教職員等の人数について、教員数は必ずしも児童生徒数に比例していないのと 

検食や見学者による試食なども見込み、将来予測は 260 人で固定とした。 

　　　　　　年度

学校名
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

加悦小学校 201 186 178 176 178 154 148 136 260 256 246 245 235 219 212 190 178

与謝小学校 93 93 90 82 77 75 73 66 - - - - - - - - -

桑飼小学校 108 90 83 74 70 59 57 57 - - - - - - - - -

岩滝小学校 306 284 293 298 292 293 282 269 253 244 238 233 227 224 222 209 180

石川小学校 110 106 115 110 116 108 106 98 91 94 94 96 101 93 93 90 83

三河内小学校 126 115 108 97 97 93 90 85 89 91 82 85 81 77 69 69 67

岩屋小学校 48 44 42 39 - - - - - - - - - - - - -

市場小学校 189 168 171 158 185 169 153 147 147 148 146 145 153 148 142 127 121

山田小学校 109 101 90 96 99 99 102 99 94 90 77 72 64 62 61 57 62

加悦中学校 218 237 212 209 184 190 174 174 149 141 133 134 126 121 121 126 124

江陽中学校 366 371 353 322 271 271 263 260 244 224 216 205 205 208 204 195 190

橋立中学校 311 306 267 257 243 261 261 262 257 241 226 222 212 194 198 200 217

計 2,185 2,101 2,002 1,918 1,812 1,772 1,709 1,653 1,584 1,529 1,458 1,437 1,404 1,346 1,322 1,263 1,222

教職員 248 246 267 276 246 248 252 252 238 244 238 260 260 260 260 260 260

合　計 2,433 2,347 2,269 2,194 2,058 2,020 1,961 1,905 1,822 1,773 1,696 1,697 1,664 1,606 1,582 1,523 1,482

6 
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※児童生徒数の将来推計プラス教職員数から１，６００食とします。 

 

 

６ 施設規模の設定 

 

 近年、給食センターの計画における施設面積は増加傾向にあります。 

 その理由のひとつに交差汚染防止のため、作業区域を細かく設定する必要が生じ専用 

諸室が増えることがあります。 

 また、平成１７年に食育基本法が施行され、給食施設も教育施設の一環であるという 

観点から見学の受け入れや各種講習の開催場所としての機能が付加されたため、見学や 

研修のためのスペースが加算されます。 

 さらに、不特定多数の人が訪れる施設として、衛生管理の観点から外来者と調理員の 

動線分離やバリアフリー化等により共用部の面積加算が必要となります。 

  

◎施設のレイアウト 

【敷地内のゾーニングにおける配慮事項】 

 ・敷地内道路は建物の保全、メンテナンスのために建物の外周を車両が通行できるよ   

  う計画する。 

 ・配送車両が円滑に建物に接車でき、通行できるよう十分なトラックヤードを確保す 

る。 

 ・調理員・職員、来客用駐車場を確保する。 

 ・事務室から納入業者や来客等の敷地内への入場が分かるようにする。 

 

【施設内のゾーニングにおける配慮事項】    

 ・調理場はフルドライシステムにする。 

2,433
2,347 2,269 2,194

2,058 2,020 1,961 1,905 1,822 1,773 1,696 1,697 1,664 1,606 1,582 1,523 1,482
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・調理作業区域とその他を明確に区分する。 

 ・食材の搬入から調理・配送までの食材・食器・調理員の流れに基づき、諸室の動線 

  が一方通行となるようにレイアウトする。 

 ・調理作業区域内は、汚染・非汚染作業区域を明確に区分する。 

 ・各区域はそれぞれ壁で区画し、床面及び壁面などで色分けをする。 

 ・サラダ・和え物室など微生物等による汚染を避ける必要のある作業区域は、魚肉類 

下処理室や高温となる作業区域から極力隔離する。 

 ・トイレは、汚染及び非汚染作業区域の食材・食器等を扱う作業区域から３ｍ以上隔 

離する。 

 ・調理員と、来客及び見学者のエリアは明確に区分する。 

 

〇必要諸室と用途 

  学校給食施設は、学校給食衛生管理基準に基づいた下表のような衛生度区分に分類でき、

それぞれ必要な諸室が配置されます。 
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〇施設の一方通行レイアウトイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 建築面積（延べ床面積）、敷地面積 

 これまでの説明では、延べ床面積を１，７５０㎡、敷地面積を延べ床面積の２．５倍 

の４，３７５㎡としていたが、先行事例を参考に、建築面積１，４００㎡（延床面積１，６

００㎡）、敷地面積４，０００㎡を目標値とします。 

 

 

７ 建設候補地 

 

与謝野町公共施設等総合管理計画において、新施設の建設には新しく土地を取得すること

は避け、既存の町有地を活用することとされており、新給食センター建設についても新しく

土地を取得しなければならないような要素はないため、既存の町有地を活用することとしま

す。 

・当初候補地：旧野田川庁舎 

平成３０年度の計画では、旧野田川庁舎を候補地としていた。 
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これは、現給食センターに近く町の中ほどに位置することから、給食の配送が効率的に

行えること、旧野田川庁舎は老朽化が著しく危険建物とされているため、早急に解体する

必要があったことなどから選定したものであった。 

しかし、当時の地元から地域の中心地でもあり、そのような場所に給食センターはふさ

わしくないと意見されている。 

加えて将来的に、町道岩屋川線をわーくぱるに向け延伸することになった場合のルート

に当たることから敷地が狭くなることなども考慮して断念した経過がある。 

 

・候補地１：旧岩屋小学校 

  上記断念後、岩屋区から旧岩屋小学校での打診を受けている。 

  旧岩屋小学校は、町の活用計画がなく、区では地域活用として民間企業の誘致にも努力

されたがかなわなかった。 

  区からは、町長、教育長宛てに給食センターの有無に関わらず、旧校舎が後世代の負担

となることがないよう取り壊しの要望書が出されている。 

 

・候補地２：旧与謝小学校グラウンド   

  岩屋区から打診を受けた際に、旧与謝小学校区の３区長（与謝、滝、金屋）に与謝小学

校での給食センター建設について意見を聞いている。 

  当時、与謝小学校は地域活用の希望が強くセンター建設には否定的だった。 

  ただし、グラウンドまで話は及んでいない。 

  その後、建設財源について、与謝なら辺地債が受けられ有利であるとの指摘があり、新

たにグラウンドも候補地としている。 

 

・候補地３：旧与謝小学校校舎 

  現時点では校舎跡地にセンター建設の話はないが候補地として検討する。 

 

よって、候補地１：旧岩屋小学校、候補地２：旧与謝小学校グラウンド、候補地３： 

旧与謝小学校校舎について考察します。 

なお、「与謝野町学校給食あり方検討委員会」では、候補地への意見はあったものの強い 

こだわりはありませんでした。 
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※ 考 察 

 前表により、三つの候補地を比較した結果、候補地１：旧岩屋小学校が最上位となりまし

たがさほど大きな差はありませんでした。 

 ただし、候補地３：旧与謝小学校校舎については、土地の形状欄に記載のとおり敷地が狭

いため除外することとします。 

 したがって、候補地１：旧岩屋小学校と候補地２：旧与謝小学校グラウンドのどちらかと

いうことになりますが、旧岩屋小学校グラウンドは地域防災計画で避難地に指定されており、

岩屋区からもグラウンドは残すよう要望されています。 

 一方の旧与謝小学校グラウンドについても避難地に指定されています。 

 この避難地の位置付けについて防災安全課に確認すると、双方ともに大規模災害時の廃棄

物仮置場又は仮設住宅建設候補地としており、代替地もないことから避けるよう言われてい

ます。 

 次に、旧岩屋小学校校舎ですが、地域を含めたこれまでの活用の模索では案もなく、岩屋

区からは給食センター他活用の見込みがないなら速やかに解体するよう要望書が提出され

ています。 

 また、旧与謝小学校グラウンドは近隣に湧水を使う酒造所があり、過去のグラウンド拡張

工事時に湧水が濁って問題になったことがあることから基礎工事等の影響が懸念されます。 

 以上のことから、教育委員会としては、不要なものを漫然と放置するのではなくスクラッ

プ＆ビルドの考えに立ち、旧岩屋小学校校舎を解体したのち給食センターを建設し、新たな

用途とすることが妥当と考えます。 
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８ 事業手法 

   

● 公設公営方式（従来方式） 

  施設の計画・調査・設計から財源確保、施設の整備、維持管理・運営までを公共が主体

で行う。 

町が設計、建設、備品等について、業務ごとに仕様を定めて民間事業者に個別に発 

注等を行う。 

 

● ＰＦＩ的手法（ＤＢＯ方式） 

行政が資金調達を行い、民間事業者が設計・建設、維持管理、運営を行うが、施設 

は行政が保有する。 

  民間力を活用することにより、国や地方公共団体等が直接実施するよりも効率的か 

つ効果的に公共サービスを提供できる事業で活用されている。 

従来、ＳＰＣ（特別目的会社）を設立していたが、最近では設立しないものが増加して

いる。 

 行政と長期間の保障を付与した基本協定が締結される。 

  宮津与謝クリーンセンターが採用している。 

 

● 民設民営方式（民間施設活用） 

民間事業者が施設等を整備・所有し、当該事業者に運営（調理・配送業務等）を委 

託する方式である。 

近隣では宮津市の学校給食センターがこの方式で整備されている。 

委託する運営費の中に建設費、維持管理費、調理員等人件費の他、事務管理費等が含ま

れており、基本協定により２０年間の保障が付与されている。 

 

● ＰＦＩ手法 

ＰＦＩは、ＰＦＩ法に基づいた事業方式であり、交付金を除いた事業当初の資金調達を

含め、設計･建設から維持管理・運営すべてを一括して民間事業者が行う方式である。 

  民間力を活用することにより、国や地方公共団体等が直接実施するよりも効率的かつ効

果的に公共サービスを提供できる事業で活用されている。 

  施設建設後、直ちに所有権を公共に移すＢＴＯ方式と施設建設後、一定の事業期間の維

持管理を行い、期間終了後に所有権を公共に移すＢＯＴ方式がある。 

目的達成のために複数の企業で構成されるＳＰＣ（特別目的会社）を設立し、行政と長

期間の保障を付与した基本協定が締結される。 
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※ 考 察 

各事業手法の一般的な特徴を整理比較すると、まずＰＦＩ手法についてはＰＦＩ法に基づ

いて行われるため、金融機関やＳＰＣによる監視によってリスク管理がされますが、５，０

００食以上の規模でないとコスト削減等効果が見込めないとされており本町には適さない

と考えます。 

次にＤＢＯ方式については、町が資金を調達するため交付金や起債が受けられることから

財政の平準化が図れるとともに、設計建設の一括発注や維持管理運営の包括長期契約によっ

てコスト削減が期待できますが、金融機関やＳＰＣのモニタリング機能が働かず、変更など

に伴う費用の精算が不明確になりやすいうえにサービス水準が町の要求水準に達している

か管理がしにくくなります。 

また、事業規模が小さいために利益率が低くコストが高止まりする可能性があります。 

加えて参入企業の選定手続きに相当の時間を要し、開設時期が遅れることが考えられるた

め本町には適さないと考えます。 

 次に、民設民営方式(民間施設活用)については、交付金や起債が活用できないうえに事業

規模が小さいために利益率が低くコストが高止まりする可能性やＤＢＯ方式同様に財務管

理、要求水準の管理や参入企業の選定等に懸念があるため本町には適さないと考えます。 

 また、運営についてですが、学校給食法で学校給食が教育の一環として位置付けられてい

ることから、単にコスト削減を図ることに注力し民間企業にすべてを委ねるべきではないと

考えます。 

 よって、事業手法は、コスト削減は見込めないものの事業の信頼性及び確実性、開設まで

の時間などを重視し公設公営方式（従来方式）で進めることとします。 
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９ 整備に係る概算費用 

 

 同規模の先行事例を参考にした整備費は次のとおりです。 

○公設整備費                          （単位：千円） 

区 分 金 額 摘 要 

基本・実施設計費 51,000 
測量･地質調査費 

旧岩屋小解体撤去設計費（6,000）含む 

工事監理費 13,000 旧岩屋小解体撤去工事監理（3,000）含む 

建築・設備工事費 1,890,000 旧岩屋小解体撤去工事費（190,000）含む 

厨房機器・厨房備品費 440,000  

計 2,394,000  

 

○財源内訳                           （単位：千円） 

区 分 金 額 摘 要 

国庫支出金 110,000 学校施設環境改善交付金（見込額） 

起債 2,139,900 旧合併特例債、過疎対策事業債 

一般財源 144,100  

計 2,394,000  
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１０ 給食センターの調理･配送業務等 

 

 現在、給食センターで従事している職員は、一般職で所長他１名の事務員、栄養教諭（府

職）１名、栄養士としてパートの会計年度任用職員１名の他、調理業務については、正規職

員５名と会計年度任用職員７名、パートの会計年度任用職員１１名で行っています。 

 その他、清掃員としてパートの清掃員が１名、配送業務については、会計年度任用職員２

名で行っています。 

 また、岩滝小学校の自校給食調理場は、栄養教諭（府職）１名と調理業務については、正

規職員１名、会計年度任用職員３名とパートの会計年度任用職員３名で行っています。 

 新学校給食センターの業務については、当面、現在の職員体制で行うこととしますが、調

理業務と配送業務については、教育の一環としての学校給食の意義や内容を損なわずにより

安定的な調理員の確保や人事管理業務の軽減など、効果的・効率的な業務運営が行えるよう、

徐々に民間委託を進めていくこととします。 

 

○民間委託イメージ 
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１１ まとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２ 事業スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

施

設

規

模 

最大調理能力 1,600 食/日 

建 築 面 積 1,400 ㎡ 

延 床 面 積 1,600 ㎡ 

敷 地 面 積 4,000 ㎡ 

建 設 予 定 地 旧岩屋小学校 

整 備 手 法 公設(町整備) 

運 営 方 法 直営･一部業務委託(調理･配送) 

§安全で安心して食べられるおいしい給食を提供するために 

・学校給食衛生管理基準・大量調理施設衛生管理マニュアル等に適合した給食センター 

を新設します。 

・岩滝小学校の自校給食は廃止し、センター方式に移行します。 


